
日本語版     
 

           ―ルールを守ってごみを出してください。― 
区 分  出 せ る ご み と 資 源 物 の 分 け 方・出 し 方  出し方の注意  

指
定
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を
使
う
も
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燃
や
せ
る
ご
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●旧市町村（新井市、妙高高原町、妙高村）の指定袋、新井市の

記載のある「差額処理券」は使用できません 
●燃やせるごみ用の指定袋（オレンジ色の文字）に入れて出して

ください 
●紺字の旧指定袋を使用する場合は、処理手数料差額券を購入し、

貼って出してください 
●長いものや大きいものは４０cm 角以内に切ってください 
●大型のもので指定袋（中サイズ）に入らない場合は「金属類・

大型プラスチック」に出すか、直接「妙高クリーンセンター」

へ搬入してください 
●廃油はぼろ布などに染み込ませて出してください 

埋
立
て
ご
み 

 
 
 
 
 
 
 
 

●旧市町村（新井市、妙高高原町、妙高村）の指定袋、
新井市の記載のある「差額処理券」は使用できません 

●灰のような粉末状のものと、陶器、ガラスのような固
体のものは別々の袋に入れて出してください 

●割れたガラスは紙類で包み、「ガラス」と記入して、
中身がわかるようにして出してください 

●石綿が使用されている製品は十分湿らせて、他の埋立
てごみと混ぜずに指定袋に入れて、袋に「石綿」と明
記して出してください 

指
定
袋
を
使
わ
ず
に
コ
ン
テ
ナ
へ
入
れ
る
も
の 

あ
き
ビ
ン 

 
 

●金属のふたは「あき缶」、プラスチックのふたは「そ

の他プラスチック製容器包装」へ出してください 
●汚れの落ちないビン、割れたビンは「埋立てごみ」へ

出します 
●ビールビン、一升ビン、牛乳ビンなどは販売店へ返し 
ます 

ペ
勏
ト
ボ
ト
ル 

 ●マークのついていないボトルは「その他プラスチック

製容器包装」へ出してください 
●金属のふたは「あき缶」、プラスチックのラベルとふ

たは「その他プラスチック製容器包装」へ出します 
●ガソリンや農薬の容器として使用したり、汚れの取れ

ないものは「燃やせるごみ」へ出してください 
●スーパーなどでも回収しています 

あ
き
缶 

 
 ●スプレー缶、カセットボンベは、使い切ってから、缶

に記載の指示に従いガス抜きをしてください 
●ペンキなどが固まって中身が出せないものは「埋立て

ごみ」へ出してください(薄く付着しているものは「あ

き缶」へ) 

金
属
類
・
大
型 

プ
ラ
ス
チ
勏
ク 

 ●出せるごみの大きさは１ｍ×４０㎝×４０㎝以内、重さ

は１５kg 以内とします（大人１人で持てる大きさ） 
●針、釘などは、なべなどの入れ物に入れてコンテナから

こぼれないように出してください。あき缶で出してもよ

いです 
●ファンヒーター、ガスコンロなどは必ず電池、灯油を抜

いて出してください 
●掃除機はごみ（紙パック）を抜いて出してください。ご

みは「燃やせるごみ」へ出してください 
●金属がない大型プラスチックごみも対象です 
●デジタルカメラなど小型家電製品は、できるだけ拠点回

収へ出してください 

･妙高市役所 環境生活課  電話 ７４－００３１ 

･妙高高原支所  電話 ７４－００４７ 

･妙高支所  電話 ７４－００５０ 

「妙高市指定ごみ袋」に入れて出す 

生ごみ 

※水切りする 

紙おむつ 

※汚物を取る 

布・皮革ゴム製品 

くつ、カバン、衣類 

紙くず 

ティッシュ、写真など 

   そのほか出せるもの（例）   
・クロスカントリー用スキー靴 
・使い捨てライター（ガスを抜く） 
・貝殻、カニのから  ・ランドセル 
・花火（ぬらして）     ・保冷剤 
・少量のアルミホイル・プラスチックの植木鉢 
・ビデオテープ   ・クレヨン 
・乾燥剤（少量） 

「妙高市指定ごみ袋」以外の袋で

出されている場合は収集しません 

練炭灰など 汚れの取れないビン 

  そのほか出せるもの（例）  
・花びん       ・水槽         
・鏡        ・陶器、ガラス製の食器 
・タイル       ・割れたビン 
・割れた蛍光管   ・瓦片 
・農薬ビン     ・油粘土 
・くん煙殺虫剤    

と に分けて出す 

水洗いする中を空にする、ふたは別に出す 

飲料・食品・化粧品のガラスビン 

コンテナへ 

※色分けする必

要はありません 

飲料用・酒用・調味料類でマークのついている容器 

ふたとラベルを外す 水洗いする コンテナまたはネットへ 

このマークが目印です 

ビール、ジュース、お菓子、スプレー缶、ペンキ缶 

水洗いする 中を空にする 

缶詰のふたは一緒に出す 

コンテナへ（つぶさない） 

 そのほか出せるもの          出してもよいができるだけ 

拠点回収へ出して欲しいもの  
 
・掃除機      ・ドライヤー         ・テレビゲーム機  
・電気毛布     ・ヘルメット         ・ＣＤラジカセ 
・レンジマット   ・プリンタ         ・デジタルカメラ 
・掛け時計    ・扇風機          ・ビデオカメラ 
・ファンヒーター ・懐中電灯         ・電卓 
・ワープロ    ・スコップ          ・携帯電話 
・電話機     ・大型プラスチック     ・電子辞書     など 

フライパン、なべ、やかん、ポット、傘、はさみ、 

ナイフ、ストーブ、ガスコンロ、針、釘など 

コンテナへ 

※つぶれてしまったものはよい 

「妙高市指定ごみ袋」（燃えないごみ用）に入れて出す 

リターナブル 

ビンマーク 

販売店へ 

※テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、エアコンは集積所に出せません 



 

区 分  出 せ る ご み と 資 源 物 の出 し 方  出し方の注意  

指
定
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ず
に
コ
ン
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ナ
へ
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れ
る
も
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乾
電
池
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・

電
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●蛍光管・電球は外装に入れる必要はありませんが、外装

つきのままでもかまいません 
●ボタン電池や充電式電池は回収ボックスがあるお店に出

してください。回収ボックスに出すときは端子部をテー

プなどで絶縁してください。充電式電池が外せない場合

は、あらい再資源センターへ持ち込んでください 
●ボタン電池で回収缶に入らないものや、回収店へ持ち込

むことが困難な場合は、端子部を絶縁し、ビニール袋に

入れて出してください 
●割れた水銀体温計・割れた蛍光管は「埋立てごみ」へ出

してください 

紙 
 

類 

新聞紙 飲料用紙パック その他の紙 

   
●ひもで十文字に

しばって出して

ください 
●ビニール袋や紙

袋に入れないで

ください 
 

 
 
 
 
 
 

●牛乳パック、ジュース

パックなど内側が白い

ものが対象です 
●内側が銀色のものは

「燃やせるごみ」へ出

してください 
●スーパーなどでも回収

しています 

   
 
 

   

   

●新聞紙、飲料用紙パック以外の紙が

対象です（燃えるごみに該当するも

のは除く） 
●お菓子の箱、ティッシュの箱、米袋、

包装紙など 
●紙袋などに入れるか、ひもで十文字

にしばってコンテナへ出してくださ

い 
●絵の具、クレヨン、マジックなどで

文字や絵が書かれていてもよいです 
●窓付き封筒でセロハンがついている

場合は、その部分を切り取ってくだ

さい 
●セロテープやガムテープも取ってく

ださい 

段
ボ
勖
ル
・ 

プ
ラ
ス
チ
勏
ク
製
容
器
包
装 

段ボール その他プラスチック製容器包装 
 

●セロハンテープやガムテ

ープ、金具を取ってくだ

さい 
●１m 以内に折りたたんで

ひもでしばってコンテナ

へ出してください 
 

 

●商品を入れたり包んだりしているプ

ラスチック製の容器包装で、商品を

使ったり食べたりしたときにいらな

くなったものが対象です 
●小さいものや風で飛びやすい物は、

ビニール袋（透明でなくてもよい）

に入れてください 
 ※ただし、何重にも袋を重ねないこ

と 
●容器包装の袋類（お菓子の袋など）

に入れて出してもよいです 
●汚れの取れないものは「燃やせるご

み」へ出してください 
●白色トレイはスーパーなどでも回収

しています 

プ
ラ
ス
チ

勏
ク
製
品 

 
  

●大きさは４０㎝角以内のもの（全てプラスチックでできている

ものに限ります） 
●集積所の青いコンテナまたはネットへ出してください 
●小さいものや風で飛びやすい物は、ビニール袋（透明でなくて

もよい）に入れてください 

廃
食
用
油 

  ●食用油の入っていたプラ容器かペットボトルに入れて、漏れないよ

うにしっかりふたをしめて、容器ごとコンテナへ出してください 
●ビンは割れる可能性があるので出さないでください 
●未開封の油缶はそのままコンテナへ出してください 
●油は液体のものに限ります。薬品などで固めないでください 
●油は植物性のものに限ります。動物性の油は回収できません 

単１から単５の筒型 

 角型のアルカリ・マンガン電池 

リチウム一次電池 

コイン電池 

※端子部分をテープ等で絶縁 

してください。 

蛍光管・電球 

電球型蛍光灯 

グロー球・LED 電球 

点灯管(グロースタータ) 

水銀灯 

コンテナへ 

その他の紙（チラシ、雑誌、紙マーク

のついているもの）は全部一緒にして

よい 

水銀体温計 

水銀温度計 

水洗いする 
切りひらく 

コンテナへ 

コンテナへ 
このマーク

が目印です 

固形物をとる ふたをしめる コンテナへ        出せるもの        
 
・菜種油  ・大豆油   ・サラダ油 

・コーン油 ・ヒマワリ油 

・ゴマ油  ・賞味期限切れの古い食用油 

[ボタン電池回収店] 
㈱ヤマダ電機テックランド妙高店( 柳井田町 )、
あらい再資源センター(梨木) 

[充電式電池回収店] 
アバント(白山町)、 (株)上越無線(柳井田町) 
㈱ヤマダ電器テックランド妙高店(柳井田町) 
あらい再資源センター(梨木) 充電式電池は 

このマークが 
目印です 

新聞紙 

その他の紙ではないもの 

（燃えるごみ） 

ティッシュペーパー、汚れた紙、
アルミ加工紙、感熱紙(レシート
等)、ビニールでコーティングされ
ているもの、防水加工紙、カーボ
ン紙等 

袋に入れても、しばってもよい 

切りひらく 

コンテナへ 

断面に空間があるものが段ボールです 

コンテナへ 

中を空にする 水洗いする 

     出せるもの      
 
・お菓子の袋   ・白色・柄トレイ 
・アイスカップ  ・タマゴパック 
・シャンプーボトル・洗剤ボトル 
・保冷箱発泡スチロール 
・荷持保護用発泡スチロール 
・カップ麺    ・レジ袋 
・薬の銀色の包装 ・内側が銀色の袋 
・プラスチックのふた 
・プラスチックチューブ（歯磨き粉等） 
・ストローの袋  ・フィルムケース 
・みかんや玉ねぎのネット 

このマーク

が目印です 

このマーク

が目印です 

「白色トレイ」が「その他

プラスチック製容器包装」

と一緒に出せるようになり

ました 

   出せるもの（例）   
・ハンガー ・洗面器 ・定規  
・クリアファイル ・計量カップ ・ボウル 
 ・プランター ・風呂いす ・三角コーナー 
・バケツ ・食品保存容器 ・じょうろ など 

 

プラスチック製品とは？ 

プラマークのついていないプラスチック素

材だけでできているもののことです 

 



 

区 分  拠点回収するもの  出し方の注意  拠点回収施設 

 

せ
ん
定
枝
・
木
材 

  
●直径１０㎝、長さ４０㎝以内に切り、燃えるごみ用の指定袋にいれて「燃やせるごみ」へ 

出します                    
●ひもでしばらないでください 

各町内の集積所 

  
●ひもでしばらない 
※市民の方には無料でチップを配布します 
＜回収できないもの＞ 
解体廃材、くぎや金具のついているもの 

有限会社 川村商店 
（妙高市中川 1-27） 

小
型 

家
電
製
品 

・パソコン、ＩＣレコーダー、ＭＤプレーヤー、ボータプル DVD
プレーヤー、電子書籍端末、携帯用テレビ、携帯電話、小型ゲーム

機、電子辞書、パソコン用外付ディスクドライブ、家庭用ゲーム機

本体及びソフト(カセット)、上記電子機器付属品 など 大きさの

目安は 40 ㎝×20 ㎝程度で回収ボックスに入るもの 
・充電式電池内蔵で取り外しや分岐できない製品 
電子タバコ、モバイルバッテリー、ハンディファン など 

●「金属ごみ」としても出せますが、「金属ごみ」の回収では、レアメタルなどの貴重な資源のリサイクルがで 
きません。できるだけ、拠点回収場所（専用回収ボックスあり）までお持ちください 

市役所本庁舎 

妙高高原支所 

妙高支所 

新井ふれあい会館 

あらい再資源センター 

割
り
ば
し

 
割りばし、竹ばし 

アイスの木製スプーン・棒 

●洗って乾燥したものを施設へ持ち込んでください 
 
※「割りばし」はなるべく使わないようにしましょう。しかし、どうしても割りばしを使う場合のリサイクルを

推進するため、割りばしの回収を行い、製紙工場で紙に再生します。無料で引取りますので、ご協力ください 

 

 

 

市役所本庁舎 

妙高高原支所 

妙高支所 

新井ふれあい会館 

あらい再資源センター 

綿
布 

 

綿素材の製品（綿が３０％以上含まれているもの） 
シーツ、タオル、Ｔシャツ、 
肌着（パンツを除く）、 
デニムなど 

●洗濯したものを拠点回収施設へ持ち込んでください 
●対象外：化繊１００％のもの、小物類（パンツ、ハンカチ、くつ下、帽子など）、ウール素材など 
 
※「綿布」のリサイクルを推進するため、綿布の拠点回収を行い、福祉作業所りんどうの里でウエス（機械の作

業布）にします。無料で引取りますので、ご協力ください 

カ
イ
ロ 

 
 
 
使用済みの使い捨てカイロ 

●使用済みの使い捨てカイロのみボックスへ入れてください 
●対象外：未開封のもの 
 
※「使い捨てカイロ」に使用されている鉄分は植物プランクトンが増殖するための栄養になります。植物プラン
クトンが増殖すると海藻が生え、藻場ができ、魚等のすみかになります。また、光合成を行う植物プラクトンや
海藻が吸収する二酸化炭素量は、陸地の数倍といわれますので、海の緑を取り戻すことが、地球温暖化対策にも
つながります。無料で引取りますので、ご協力ください 

 

入
れ
歯
・ 

義
歯 

金属を使った入れ歯・義歯、 

ブリッジ、インレー、クラウンなど 

 

 

●入れ歯・義歯などに熱湯をかけて消毒するか、入れ歯洗浄剤で洗浄してから出してください 
●回収ボックスに設置してあるビニール袋に入れて、ボックスに入れてください 
●金属の付いていない入れ歯・義歯は、「燃やせるごみ」へ出してください 
 
※「入れ歯」などの拠点回収を行い、ＮＰＯ法人ほっと妙高たけのこ工房が回収します。その後、専門の団体が
貴重な貴金属を取り出し、リサイクルします。無料で回収しますので、ご協力ください 

市役所本庁舎、妙高高原支所、 
妙高支所、新井ふれあい会館 

リ
ユ
勖
ス
品 

捨てるには「もったいない」まだ使えるもの 

衣類・古布・かばん・食器類 

 

                    

 
 
 
 
 
●陶器・磁器・ガラス食器（皿、どんぶり、コーヒーカップ、コップ、茶碗、グラス） 

妙高高原支所、妙高支所、 
あらい再資源センター 

イ
ン
ク

カ
勖
ト

リ
勏
ジ 

家庭で使用したインクカートリッジやトナーカートリッジ 

 家庭で使用したインクカートリッジやトナーカートリッジ（全メーカー対応）をボックスに入れてください 
インク漏れなどによって途中で使えなくなったもの、未使用のものも可 

市役所本庁舎、妙高高原支所、妙高支

所、新井ふれあい会館、あらい再資源

センター、妙高クリーンセンター 

一般家庭から排出される木・枝 

木・枝、木材、角材、丸太、 

杭、囲い資材 

直径 10 ㎝以内 

●直径、長さの制限はありません（車輛で運べるもの） 

（受付できない日） 

・日曜、祝日、第２・４土曜日 

・８月１１日～１６日 

・１２月２９日～１月４日 

●衣類・古布（Ｔシャツ、Ｙシャツ、スーツ、スキーウェア、セーター、

手袋、ネクタイ、シーツ、タオル、タオルケット、布団カバー、毛布など 

●かばん類（ウェアウトポーチ、革かばん、ショルダーバッグ、リュック

サックなど） ※ダンボール箱

に入れる 

※ビニール袋に入れる

（衣類は洗濯して出す） 
→ 

→ 

→ 


